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環境マネジメン卜システムの名称第２期舞鶴市地球温暖化対策推進実行計画（独自のシステム）

適用範囲舞鶴市役所本庁ほか１３４施設

導一入年月日平成21年４月１日

認証番号

基本方針

地球温暖化問題は、人類の生存基盤にかかわる最も重要な環境問題であります。そして、
その原因は、人間の社会経済活動がもたらした温室効果ガスの増加であります。今こそ、
私たちは大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済活動や生活様式を見直し、環境への負荷
が少なく持続可能な循環型社会へ転換を図っていく必要があります。
本計画では、次の事項に市の組織全体で取り組んでいきます。
１．この実行計画の対象となる事務・事業は、本市が実施するすぺての行政事務とし、そ
の実施にあたっては常に温室効果ガスの排出削減に配慮した率先的な取り組みを行い、地
域の模範となるよう努めます。
２．この実行計画の達成にあたり重要な要素となる廃棄物削減・再資源化及び省資源。省
エネルギーの導入に対して、特に積極的に取り組むことにより、温室効果ガスの排出抑制
に努めます。なお、新エネルギーの導入についても検討します。
3.-地球温暖化問題に対する職員の取り組み意識の向上を図るため、全ての職員に対して
継続的な研修を行うとともに、情報の提供を行います。
４．PDCAサイクルにより、定期的に実施状況の点検・評価を行い、その結果を年１回公表
します。また、取り組みの結果が目に見え、次の取り組みにつながっていく仕組みをつく
ることにより、温暖化対策の継続的な改善を図ります。

環境に配慮した事業活動を自主的に進めていくための目標（以下「目
標」という。）

温室効果ガス排出量の削減目標値は、平成1９（2007）年度を基準として平成2５（2013）年
度までに2.1%削減することとします。

目標を連成するための取組の内容

（１）車両等の使用に係る取り組み……エコドライプの推進、公用車台数等の見直しなど

（２）庁舎・施設の管理・稼働に係る取り組み……空調の温度設定の順守、ＯＡ機器等の
待機電力のカット、エネルギー効率の高い機器への更新、電気機器や照明等の精査、時間
外勤務の削減、施設稼働の効率化

目標を達成するための取組の進捗状祝

（１）職員研修によりエコドライプの推進を図っています。また、公用車の低公害車や小
型車へのシフトを進めています。

（２）空調の温度設定の順守、ＯＡ機器等の待機電力のカット、電気機器や照明等の精査
を実施中であり、高効率照明器具への更新を進めています。

目標を達成するための取組の成果及び当該成果に対する評価 平成2２（2010）年度の温室効果ガス排出量実績は、基準年度比0.6%の削減となっていま
す。

事業活動に係る法令の遵守の状祝 二酸化炭素ほか温室効果ガスの排出量について、半年に１回の確認を行っています。

環境マネジメントシステムの評価及び見直しの内容
３ヶ月毎に年度計画の取り組み状況を確認するとともに、推進責任者から点検及び評価の
結果について報告を受け、必要に応じて年度計画の見直し、または次年度計画への反映の
ための方針を決定することとしています。
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